事　務　執　行　概　要

資源循環課

企画推進グループ

１　総務事務について
　　室内の給与、物品購入管理事務など庶務事務を掌るとともに、室業務の連絡調整等に関する事務を行い事務事業の適正な執行に努めた。

　　
２　企画調整について
　　室業務に関する議会、国家要望、各種調査照会、広報・広聴など企画事務について、室内、部内及び庁内の連絡調整を行い、迅速かつ適正な事務処理に努めた。
３Ｒ推進グループ
１　大阪府循環型社会推進計画の推進
· 令和２年度に策定した「大阪府循環型社会推進計画（目標：令和７年度）」に基づき、資源の循環的利用のほか、廃棄物の排出・処分量の抑制、適正処理等を推進するため、市町村と連携し、府民や事業者等の３Ｒの取組を促進した。
· 次期計画（令和８～12年度）の策定に向け、循環型社会推進計画部会を設置（大阪府環境審議会に諮問）し、令和７年３月に第１回部会を開催した。
２　プラスチックごみ対策の推進
(1) 「Osakaほかさんマップ」によるマイ容器・マイボトルの利用促進
マイ容器等の利用可能な店舗を検索できる「Osakaほかさんマップ」を引き続き運用した。また、３Rの取組を府民に応募してもらう「ほかさんstyleコレクション」を実施。応募のあった事例をとりまとめ、事例集としてウェブサイトで発信した。さらに、プラスチックごみ問題などについて理解を深める府民向けハンドブックや子どもが３Ｒについて楽しく学べるカードゲームを活用し、市町村とも連携し、環境イベントやSNS等を通じて府民啓発を行った。
(2)府民啓発の実施
プラスチックごみに関する啓発パネルを活用し、ロハスフェスタ等のイベントにおいて、府民啓発を実施した。
　
(3) リユースカップシェアリングサービス実証事業
オフィス街等でマイボトルやリユースカップ等の利用が体験できる機会を創出し、府民、企業等、あらゆる主体と連携・協働し、地域全体で使い捨てプラスチック削減の取組みを進めるモデル事業を実施した。

　　　　　（単位：千円）　　　　
	年　度
	区　分
	財源内訳
	合　計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	令和６
	予算額
	0
	0
	8,870
	0
	8,870

	
	　決算額
	0
	0
	5,334
	0
	5,334


３　一般廃棄物の３Ｒ推進
(1)容器包装リサイクルの推進
令和５年３月に策定した「第１０期大阪府分別収集促進計画（令和５～９年度）」に基づき、府内市町村における容器包装廃棄物の分別収集の実績等をウェブサイトで公表するなど、府内における容器包装廃棄物の発生抑制や分別収集を促進した。
(2)その他関係法に基づくリサイクルの推進
テレビ等の４家電のリサイクルについては、助成金等の情報を市町村へ提供した。

パソコン等の小型家電については、令和６年７月時点で３７市町村が回収しており、国等の動向を市町村に情報提供したほか、大阪市と連携し府庁別館１階に回収ボックスを継続して設置した。

（令和６年度別館回収実績：パソコン（タブレット端末含む）145台、携帯電話90台等）
(3)府民啓発の実施

令和６年９月～12月に「おおさか３Ｒキャンペーン」を実施し、小売店や商店街のほか、府立高校や府内の大学、公共施設等に啓発ポスターを掲示し、マイバッグやマイボトルの常時携帯やマイ容器の使用等を啓発した。
（参加店舗数：2,154店舗）

(4) 大阪府魚腸骨処理対策協議会の清算及び大阪府内市町村魚あら適正処理促進連絡会議の運営
令和６年３月３１日付で解散した協議会の残余財産の清算を行った。また、令和６年４月１日付で設置された連絡会議において、構成員である市町村に対し、魚腸骨（魚あら）の処理状況を共有するとともに、公害防止措置状況を確認する運転監視会議において、運転管理に問題がないことを確認した。
４　リサイクル製品認定制度の運用
　(1)制度の運用
循環型社会の形成に寄与する事業者を育成し、府内でリサイクル製品を普及するため、大阪府　　循環型社会形成推進条例（以下「条例」という。）第１２条に基づき「リサイクル製品認定制度」を運用した。

令和６年度は、８～９月に認定申請を公募し、令和７年１月の大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会において審議して令和７年３月に認定したほか、イベント等を通じて事業者や府民へ制度を広報した。（令和６年度末認定製品数：361品目）
　
申請手数料

	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	324千円
	378千円
	216千円


(2)制度のあり方検討
　　社会の動きにも対応したリサイクル製品の普及が促進される制度となるよう、大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会において審議し（計４回開催）、制度のあり方について検討を行った。
施設整備グループ　　

１　一般廃棄物処理施設の整備促進
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、市町村等に対する必要な技術的援助を行うとともに、循環型社会形成推進交付金等に関する事務など、一般廃棄物処理施設の整備を促進した。

　

循環型社会形成推進交付金等の交付を受けた事業数（延べ件数）

	区　　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	施設整備に関する計画支援事業
	５
	６
	３

	長寿命化総合計画策定支援事業
	０
	０
	０

	災害廃棄物処理計画策定支援事業
	０
	０
	０

	マテリアルリサイクル推進施設
	２
	０
	１

	エネルギー回収型廃棄物処理施設等
	３
	２
	４

	基幹的設備改良事業
	４
	４
	２

	先進的設備導入事業
	０
	０
	０

	廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金
	０
	０
	０

	災害等廃棄物処理事業費補助金
	０
	０
	０

	計
	１４
	１２
	１０


　
２　一般廃棄物処理施設の届出受理、許可及び定期検査
廃棄物処理法に基づき、一般廃棄物処理施設の変更に関する届出の受理を行った。
	区　　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	許可件数
	０
	０
	０

	許可証の再交付件数
	１
	０
	０

	定期検査申請件数
	１
	０
	０

	設置・変更に関する届出件数
	１
	０
	０

	合併・分割の認可件数
	０
	０
	０

	軽微変更等届出件数
	１８
	２１
	１６

	施設の特例に関する届出件数
	０
	０
	０


３　一般廃棄物処理施設に係る指導

設置の届出受理又は許可を行った一般廃棄物処理施設について、維持管理状況等の確認及び指導を行った。一般廃棄物焼却施設及び一般廃棄物最終処分場については、次のとおり立入検査、検体採取を実施し、基準遵守状況の確認を行った。

	区　　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	立入検査数
	２０
	８
	９


・検査分析業務

委託先　令和６年４月10日～令和７年３月31日　一般財団法人関西環境管理技術センター
検体採取件数
	区　　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	ばいじん
	１８
	８
	９

	焼却灰
	１２
	５
	５

	放流水
	２
	　０
	　　　２


４　災害廃棄物対策の推進

災害発生時に廃棄物及びし尿を迅速かつ適正に処理できるよう、環境省と連携して市町村職員等を対象にワークショップ等を実施した。

また、環境省の事業を活用して、災害発生時に処理が可能な産業廃棄物処理業者についてリスト化するとともに、市町村等が処理を委託する際の受入条件や処理方法等に関する留意事項を把握した。さらに「大規模災害発生時廃棄物対策近畿ブロック協議会」において、大規模災害発生時に災害廃棄物の処理を府県が受託する際の手引きを作成するなど、広域的な処理体制の充実を図った。
５　堺第７－３区管理事業

　　産業廃棄物最終処分場である堺第７－３区については、廃棄物受入事業終了に伴い(財)大阪産業廃棄物処理公社が平成１７年度末で解散し、平成１８年度に大阪府が管理事務の移管を受けた。

堺第７－３区を適切に管理するために、浸出水等が周辺環境へ影響を及ぼさないよう、引き続き排水処理施設の維持管理及び水質の環境調査等を行った。
最終処分場廃止に向けた取り組みとして、学識経験者から成る「堺第７－３区早期廃止検討に係る懇話会」での検討結果を踏まえ、T調整池のpH低減工事の詳細設計を実施した。
　　土地の活用については、堺第７－３区土地利用基本構想に基づき、民間事業者や国等行政機関に対し土地貸付を行った。（25件、貸付料収入 173,566 千円（うち特定財源60,983千円））

　　根拠法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（単位：千円）
	年　度
	区　分
	財　源　内　訳
	合　計

	
	
	国　庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	令４
	予　算　額
	0
	0
	7,115
	131,076
	138,191

	
	決　算　額
	0
	0
	4,846
	115,203
	120,050

	
	内訳
	予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	69,143
	69,143

	
	
	執行額
	0
	0
	4,846
	46,061
	50,907

	令５
	予　算　額
	0
	0
	9,801
	152,689
	162,490

	
	決　算　額
	0
	0
	7,477　
	128,443
	135,921

	
	内訳
	予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	62,465
	62,465

	
	
	執行額
	0
	0
	7,477　
	65,979 
	73,456

	令６
	予　算　額
	0
	0
	12,483
	150,170
	162,653

	
	決　算　額
	0
	0
	8,923
	132,093
	141,017

	
	内訳
	予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	87,060
	87,060

	
	
	執　行　額
	0
	0
	8,923
	45,033
	53,957


　　　　　　　　　　　　　　　　　※端数処理のため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない
（土地貸付収入）　　                                          　　   　  (単位：千円)

	年　度
	
	予　算　額
	決　算　額

	令４
	一般財源
	111,803
	114,121

	
	特定財源
	54,592
	55,684

	令５
	一般財源
	114,223
	110,320

	
	特定財源
	55,684
	58,079

	令６
	一般財源
	109,288
	112,583

	
	特定財源
	58,079
	60,983


６　フェニックス事業
広域臨海環境整備センター法に基づく大阪湾圏域広域処理場整備事業（フェニックス事業）について、関係地方公共団体と協議・調整等を図り、国家要望を行うなどにより、その事業促進に努めた。

・広域処理対象区域（環境大臣指定）：近畿２府４県１６９市町村
（令和７年３月末現在　府内は全市町村）

・広域処理場整備対象港湾（国土交通大臣指定）：大阪港、堺泉北港、神戸港、尼崎西宮芦屋港

７　サーキュラーフィールドOSAKAにおける事業者公募
堺第7-3区内の「サーキュラーフィールドOSAKA」に廃棄物等の循環的な利用に資する新たな施設を立地するため、事業者の公募を行った。

